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はじめに

ネ冨 刀く 文美夫

われわれは先に，宮台真司の『権力の予期理論』におけるバーナードのオー

ソリティ論の解釈について考察した1）。そこでは， 宮台のバーナード解釈は受

容説を文字どおり捉えるのではなく，受容のー側面を強調した上位権限説（法

定説）であるとするものであった。

乙の見解は，バーナード研究者の間ではあまり一般的ではない。多くのバー

ナード研究者にとって，バーナードの規範的な議論は魅惑的で，批判的精神を

失わせるものがある。しかし，バーナードの文章を精確に読めば，われわれの

考察した結論に到達するはずである。

本稿は，宮台の著作の中の経営学に関連するもう一つの議論である権力，権

限，影響力の概念2）について検討するものである。 j眠を追って明らかにしてい
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くが，それはサイモンの概念規定と類似している。もちろん，基本的な立場の

違いはある。宮台は，サイモンには触れていないので，彼がバーナードのオー

ソリティ論からヒントを得て，自らの『予期理論』を構想したように，サイモ

ンの議論に内在する予期理論的な論述を参考にしたかどうかは不明である。し

かし，サイモンは，周知のように組織が人間の意思決定に影響を与える仕組み

について分析を試みた。宮台の概念規定をサイモンの視点を通して分析するこ

とは，われわれにとって意義がありそうに思われる。

注

1) 拙稿「“社会的権力”と権限受容説一一『権力の予期理論』とバーナード理論との

接点一一」『経済論究』（九州大学大学院）第77号， 1990年7月。

2) 宮台真司『権力の予期理論一一了解を媒介にした作動形式一一J勤草書房， 1989

年， 135～140頁。

I 宮台の規定

1 気付きえないものとしての権力

宮台は「気付きえないものとしての権力」を次のようにとらえる。

「気付きえないものとしての権力は， ソレとして気付くととが可能な権力を

始めとする様々な社会現象を可能とさせる前提になっている。……自に見える

権力は実は氷山の一角に過ぎず，問題は水面下にあるという思考。とれは，現

代社会の見通し難さという同時代的な感覚に対応した，権力の現代的な意味論

であるといえよう。」1)

乙のような権力論を展開している論者として，宮台はフーコー，ガノレプレイ

ス，パカラック・パラッ、yをあげているの。

まず，フーコーであるが，宮台によれば，フーコーは行為や表現の集合的な

空間・時間的な偏差が認められる場合にそとに権力を見出している。偏差を形

成する当の配列は，従来権力理論が問題にしてきた社会現象をほんの一部とし

て含む社会現象総体の，可能性の場を表示しているヘ

次に，カ、、Jレプレイスは， 宮台によれば， 「条件付け権力」の概念によって，！
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当事者に権力であるとは気付かせないで，しかも通常の威嚇権力や報償権力と

機能的に等価な作用を示す働きに注目し，社会の複雑化に対応した高度な社会

技術と見なした。との「条件付け権力」とは，例えば，マスコミの権力のよう

なもので，気付かないうちに商品を買わされている，あるいは，教育による信

念の育成（例えば，男は強くあらねばならない〉のようなものであるの。

」また，パカラック・パラッツは，宮台によれば，与えられた選択肢のもとで

の選択の因果的影響関係，という通常の権力概念以外に，配慮される選択肢領

域自体を（場合によっては気付かれないよう／（）操縦する働きに着目した5）。

つまり，上司から部下への操縦が可能であるというととに注目したというので

ある。

図1は，パカラック・バラックの図に一部加筆したものであるヘ

まず，（a）例えば， あるAという人がBという人の行動を変えようとすると

き， BはAからあるもの（お金， 命，地位， など）を奪われるのが怖いため

に， Aの言うととをきいてしまうというパターンo とれは，純粋な権力であ

る。

次に，（b）例えば， Aが， Bに対して権力を行使しているつもりでも， Bがそ

の権力を正当なものとして評価して， Aの言うとおりに従うというバターンo

乙れは，権力を行使しているつもりでも，実際は権限を行使している乙とにな

る。パカラック・パラッツは， との場合をハイブリッドなケースと呼んでい

る。

同じように，（c）例えば， Aが権限を行使しようとしている場合でも， BがA

図1 刺激と反応のダイアグラム

服従を求める手段

1.権力 、、＼
2・.影響力 ＼ミト当

3.権限一一一一今

4.強制力

服従がなされる理由

(a）....－方 1.権力

／イァ与 2.影響力
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ーヲ 3. 権i限

4.強制力

(Bachrach and Baratz, 1963, p. 641より。一部加筆〉
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の指導力（リーダーシップ）を信頼し，どのような命令でも受け入れるとき，

乙れは影響力を行使しているととになる。ある上司がなかなか言う乙とをきい

てくれない部下に対して，その部下と特に親しい別のセクションの上司に，あ

る特定の命令を下してもらう場合を想定する。このとき，その部下は，別のセ

クジョンの上司を尊敬し，信頼しているので，その人の言うことなら何でもき

くということを， その直属の上司が利用するパターンがあり得る。その部下

が，そのことに気付いているかどうかは別にして，そのような上司の部下に対

する「従わせるための戦術」が組織には存在するということに注目したのであ

る。

2 権力／権限／影響力

(1）権力

宮台によれば， アメリカの多元主義的権力理論家は，「権力権にもいろいろ

あるが，との特定の分析目的から見て，この特定の定義を採用するのが良かろ

う」というように議論を始める。これとは異なり，宮台は「権力論にもいろい

ろあるにせよ， それらが『権力』論という名称の下で人びとの口の端に登る

以上，ある抽象的な意味論的な共通成分を持つに違いないから，それを純粋な

形で抽象してみよう」と考えるのである7¥

宮台自身の権力概念をイメージメイクすれば， 「本来やらなくてもよい（や

iの選好

〔選好構造〕

i金を出す出さない

撃たない（撃たれない） I X y 

撃 つ（撃たれる） w z 撃

jの選好への iの予期

〔予期構造〕

「金を出す／出さない」；服従者iにおける行為選択肢（行為主題〉
「撃たれる／撃たれない」；服従者iにおける体験選択肢（体験主題〉

図2
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ってもよい〉はずのととをやらされよう（やめさせられよう）としている」と

いう反実仮想的体験の記述に相当するという。したがって，ウェーパーのいう

「権力者の意思貫徹行為」ではないし，パーソンズのいう「それなくしてはあ

りえなかった関係を実現にもたらす財」でもない。「抑圧」を感じたか否かと

いう権力現象の社会心理学的体験構造を捉えるのである。乙のような体験構造

の具体的な例として，宮台は「強盗 jに脅されているので，市民 iは金銭を供

出せざるをえない」という場合の，市民 iの体験をあげているぺ

すなわち，理想をいえば市民 iは，金も出さずに，銃で撃たれもしない乙と

がもっとも良いが，強盗 jが銃をっきつけているので，殺されるぐらいならま

だ金を出したほうがましだと考える。このように，宮台は，理想をいえば，あ

のようにしたいのだが，現実的にはこのようにせざるをえない状況に追い込ま

れる乙とに権力を見るのである。

宮台は，権力の一般的定義を次のように規定する。

「行為者 iが， 自分の選択に後続する jの最適選択を予期したときに現実に

実現可能だと想定する社会状態の中で，最適選好するものを『現実的最適状

態』（x）という。行為者 iの了解内で論理的な可能性を構成された全ての社会

状態のなかに，① iが，現実的最適状態（x）よりも上位で選択し，かつ，②

現実的最適状態（x）を開示する iの選択・とは別の iの選択で開示される，と

いう 2条件を満たす社会状態（y）が少なくとも 1つ存在するとき， 『iはjか

らの権力を体験する』あるいは『jから iへの権力が存在する』という。J9)

(2）権限

宮台は第 5章の中で，権力反射の概念を規定している10）。権力反射とは，多

少とも主題自由な一一権力主題（行為主題〉が任意化された一一人称的権力を，

論理的に上位の権力によってもたらす場合をいう。例えば，企業における営業

課の社員 iが会社（または社長） Xの権力に服するがゆえに彼の営業課長 jの

主題自由な命令に従う場合。との場合 iは， jを恐れるからではなく， xを恐

れるから乙そ， jl乙服従しているのである。

服従者 iが権力者 jの主題自由な権力に服することが，右側のマトリックス

（オブジェクト的権力の表示〉で示される。 iはムムすれば jに否定され， 00
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すれば jk肯定される，と予期する。このとき jによる「肯定／否定」という

裁可は， iにとってのサンクジョンとして機能している。 iとしては， jが肯定

するならムムするのが一番だが，ムムすれば否定されると予期される。それく

らいなら，まだしも00をして肯定されたほうがマシだし，現に00すれば肯定

されると予期される。そこで仕方なく 00する乙とになる，というわけである。

との服従者から見た行為主題の主題自由の範囲は，権力反射によってオブ

ジェクト的権力における権力者となった者の権力主題の範囲一一命令可能範

囲ーーを意味している。乙乙で或る服従者 iに関して，権力反射の中でオブジ

ェクト的権力における権力者となることを「（iへの権力を）授権される」とい

う。さらに授権された権力者 jから見た権力主題範囲を「権限」と定義する。

従って権限とは，権力反射において授権された権力者の命令可能範囲・操縦可

能範囲である一方で，それに対応して，服従者 iの行為主題の任意性の範囲を

意味することになる。

前述の例えでいえば，社員 iは会社xの制裁を恐れるからこそ，課長 jの営

業に関する命令に従ってしまうのである。もちろん，その命令は jk授権され

るある一定の範囲がある。その範囲のことを宮台は権限というのである。

したがって宮台の権限概念は， 概して言えば， 「正当化された権力」といっ

てよいであろう。

(3）影響力

宮台は，権力と影響力を明確に区別する。



権力・権限・影響力 ウ
t

円

i

「従来，権力と影響力が，単なる怒意性を越えてクリアに分離された例を見

掛けない。しかし組織理論で伝統的に論じられているような『与件的状況で権

力を行使するか，影響力を行使するか』という機能的等価性／非等価性の問題

に切り込めるような問題設定が必要である。動機形成による行動操縦の戦略論

という文脈で，比較可能にされねばならない。Jll)

権力を行使する乙とと影響力を行使するとととは純心理的な意味で異なる。

宮台は， ノレーマン12) によりながら「いつも従ってきた」「みんなが従ってい

る」「との分野は彼が専門である」 という時間的・社会的・内容的事実に依存

し，しかもとの事実を自明なものとして受け入れるときは影響力で，との自明

性を敢えて問題化し，自明性に背く選択を意識化するとき，影響力は権力に接

近するという。

ことで，宮台は権力と区別される影響力を「世界確信を基礎にした・反実仮

想の余地のない自明な行為傾向による，行為への影響」13）と定義する。したが

って，乙の定義では権力の定義にあったような「本来やらなくてもよいはずの

ことをやらされようとしている」という反実仮想的体験は存在しない。すなわ

ち，宮台の定義では影響力が行使される状況では抑圧が存在しないのである。

わかりやすい例でいえば，共同体のような信頼と確信に満ちた人間関係が存在

する状態である。

「社会に必要な行為連結を，揺るぎない世界確信に支えられた自明な行為傾

向だけによって調達可能な限り，権力が登場する余地はない。単純な相互行為

システムやアルカイックな社会システムの一類型として，そうした『権力なき

社会』を想像できる。一方，どんな社会でもこうした自明な行為傾向に基づく

行為連結〈＝影響力〉を排除し切る乙とができない。我々には意識容量の限界

があり，全ての行為（＝事後的に行為と把握されるもの）が，意識的な事前的

主題化にもとづく選択であることはできないからである。J14)

未聞社会の権力は「権力」ではないという議論15）は存在するし， それを影

響力という宮台の議論も理解可能である。未開社会の共同体における首長の言

説は，その共同体の構成員全員の信頼性に基づくものであり，もしその信頼性

を失うようなことをすれば，構成員から見捨てられ，殺害される。もちろん，
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首長に対する信頼性は彼のリーダーとしての能力に基づくものである。上位者

に対する全面的な信頼は，未聞社会でも現代社会でも存在することは明らかで

ある D ただ問題は，乙の信頼を意識的に下位者にうえつける戦略が可能である

という乙とである。

宮台は続けていう。「組織内の様々な影響力をどんどん権力化して予測可能

化しようとする従来の傾向は，否定的に見直されるべきであるし，非明示的な

議論において明らかにそうした論調が隆盛になりつつある。権力は『技術』と

しての負担免除である反面，固有の負担を強いるからであり，組織革新や社会

改革・革命においてはとりわけその危険が高まる。こうした問題の扱いは，我

我流の『権力／影響力』の明確な概念的差異化があって，初めてクリアに処理

できる。権力現象の記述対象には多くの場合，公式権力／非公式権力／影響

力，の複雑な絡み合いが見られる。例えば組織現象に迫ろうとする場合，権力

という道具立てだけ一本では，この概念を如何に彫啄しようとも単純すぎる。

とりわけ，権力と影響力との機能的等価性／非等価性を射程に入れない限り，

権力理論は完成されない。そうでないと，権力行使の臨界条件を明らかにする

ことができないからである。jl6)

リーダージップ論者は，組織の中の影響力を数量化し，予測可能化しようと

する17）。この手法では，宮台のいうように「気付きえないものとしての権力」

を明らかにじえないであろう。権力は， 「技術」 としていつでもどこでも利用

可能である反面，抑圧を強いるものである。したがって，組織の変革時には，

信頼を下位者にうえつけることによって，影響力と見せかけて抑圧を感じさせ

ないようにする戦術が取られる。つまり，このときの影響力行使は，結果的に

は権力行使そのものになるということである。宮台は，従来の議論ではとの

「気付きえないものとしての権力」は明らかにしえないという。宮台流の「権

力／影響力」の概念装置によって初めて，明らかにしうるというのである。

しかし， 乙の概念装置は現実に役に立っかどうかは疑問である。というの

は， 「気付きえないものとしての権力」について，たとえどんな理論を構築し

たとしても，組織内の権力現象は，それ以上に複雑であり，結局は事後的に事

実を記述することしかで、きないからである問。
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注

1) 宮台，前掲書， 16頁。

2) 向上， 15頁。

3) M. Foucault, L'archeologie du savoiγ，1969.中村雄二郎訳『知の考古学』河出書

房新社（現代思想選1①， 1981年。

4) J. K. Galbraith, The Anatomy of Power, Houghton Mifflin, 1983. 山本七平訳

『権力の解剖一一条件づけの論理一一』日本経済新聞社， 1984年。

ただ，このガノレフ。レイスの条件付け権力には，反論が可能である。というのは，最

近，特にこと10年くらい，マスコミの情報が発達しすぎて，気付かないうちに商品を

買って踊らされているのではなくて，その権力を知っていて，喜んで踊っているとい

う傾向が最近の新人類と呼ばれる若者にあるからである。つまり，「気付きえない権

力」ではなしもうみんなが「気付いてしまっている権力Jになっているのである。

5) P. Bachrach and hιS. Baratz，“Decision and Nondecision: An Analytical 

FrameworkぺAmericanPolitical Science Review, 1963, 57. 

6) パカラック・パラッツは以下のように概念規定をする。彼らは，アメリカ南部のあ

る地域の裁判所の人種差別撤廃令に対する住民の態度を類型化した。（1）あるク勺レープ

はとの法律は違反すると自らの地位が収奪されるのが恐怖であるために従い（権力），

(2）あるグループは尊敬するリーダーの言うことに従い（影響力）， (3）あるグ、ノレープは

この法律は正当的，合理的なものであるとして従い（権限）， (4）あるクツレープは人種

差別論者でこの法律による制裁，すなわち投獄を裁判所からの強制であるとし，従わ

なかった（強制力〉。彼らは， 第二のグノレープは尊敬するリーダーによってどのよう

にも操作される可能性を持っているととに着目したのである。

しかし，とれにも反論が可能である。第二グループの住民はその法律が彼らに影響

するのではなく，特定のリーダーに影響されることから，｛也のグループと性格を異に

しており，類型論としては無理がある。また，その法律を強制力であるというグノレー

フ。も結局は収奪の恐怖があるために，その法律に抵抗しているのであって，権力と強

制力は区別できるものではない。

η 宮台，前掲書， 16頁。

8) 向上， 18頁。

9) 同上， 22頁。

1① 同上， 114～116頁。

11) 向上， 138頁。

12) N. Luhmann, Macht, Ferdinand Enke Verlag, 1975.長岡克行訳『権力』勤草書

房， 1986年， 112～121頁。

13) 宮台，前掲書， 139頁。

14) 同上， 139～140頁。

15) 今村仁司『暴力のオントロギ－J勤草書房， 1982年， 151～160頁。
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16) 宮台，前掲書， 140頁。

17) T. R. Hinkin, and C. A. Schriesheim，“Relationships Between Subordinate 

Perceptions of Supervisor Influence Tactics and Attributed Bases of Supervi-

sory PowerてHumanRelations, 43, 3, 1990. 

乙の研究は，上司の部下への影響力戦術の7つの指標（ご機嫌とり，便益の交換，

コアリション，合理性，上方へのアピーノレ，断定的主張，制裁〉を数量化し，部下が

どのように認知したかを測定したものである。

18) サイモンは次のようにいう。

「乙の現象は， それを『予期された反応の法則』と呼んでいるフリードリッヒによ

って指摘された乙とである。その法則は，期待と予測が人間行動を支配している態

様，および，とのために人間の諸制度の分析が困難になるという驚くべき実例を示し

てくれた。この予期された反応の法則が働くためにオーソリティ関係の存在を知るこ

とが困難であるのは，すべでの『権力』関係に共通の現象である。」（H.A. Simon, 

Administγαtive Behavior, Free Press, 1976, pp. 129-130.松田武彦／高柳暁／二村

敏子訳『経営行動』ダイヤモンド社， 1989年， 167頁）

Il サイモンの規定

前節では，宮台の特異な概念規定を考察した。それは，権力と影響力の概念

を明確に分離させてこそ，権力者の戦略を分析することができるとするもので

ある。ことでは，サイモンの権力，権限，影響力概念を考察し，宮台の概念規

定と比較検討してみたい。

サイモンは，周知のように組織における意思決定過程を研究した。すなわ

ち，組織が人間の意思決定に影響を与える仕組みについて分析を試みたのであ

る。まず，サイモンの意思決定論と影響力論の関係について触れ，その後サイ

モンの権力，権限，影響力の概念について考察していくことにする。

1 意思決定論と影響力論

サイモンは，組織の重要性について，次のようにいう。第ーに，個人の資質

や習慣を形づくり発展させる力の大部分をこの組織という環境が提供してい

る。第二に，組織は責任ある地位にいる人々に，他の人々に対してオーソリテ

ィや影響力を行－使させる手段を提供する。第三に，コミュニケーションを構築
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するととによって，組織は意思決定がなされる情報の環境を決定している1)0 

つまり，組織内のある個人が意思決定をする際に，組織は個人から自由裁量の

余地を制限し，その代わりに意思決定の環境を設定するのが，組織の機能であ

る。したがって，まず，意思決定の解明を行なわなければならない。

意思決定の過程には次の 3つの段階がある2）。（1）すべての代替的戦略を列挙

すること。（2）乙れらの戦略の各々から生ずる結果のすべてを確定すること。（3)

乙れらの一連の結果の比較評価をすること。

サイモンは，意思決定の過程を説明するために，市政における新しい街路の

開通と改善を例に出している3）。代替的選択肢は，街路のデザイン，基本計画

に対する街路の適切な関係，プロジェクトの資金調達の手段，プロジェクトを

民間との契約ですべきか，あるいは市が直接労働力を雇ってすべきか，改良工

事の後で必要とされるかもしれない建設ととのプロジェクトとの関係，などを

あげている。つまり，とれらの問題について一つ一つどのようにするかという

意思決定が必要とされる。次に，とのそれぞれの問題について，各種の舗装の

相対的な平担さ・耐久性・費用，費用と通行の便宜性の観点からの代替的諸ノレ

ートの相対的強み，総費用および資金調達の代替的諸方法に対する費用配分，

などの事実的要素によって結果を策定する乙とが必要とされる。そして，これ

らの結果に対して，輸送の迅速性と便宜性，通行の安全性，街路の設計の財産

価値への影響，建設費，納税者閣の費用配分，などの価値的要素によって評価

される必要があるのである。

とのとき，重要なのはすべての意思決定は妥協の問題であるというととであ

る。最終的に選ばれた代替的選択肢は，あくまでも，その状況下で利用できる

最善の解決であるにすぎない。つまり，代替的選択肢は限定された合理性のも

とでの議論である。組織における人間の行動で示される合理性は，経済人モデ

ノレにあるような，可能なすべての代替的選択肢の中から最善のものを選択する

という極大化基準ではない。乙の経済人モデノレに対して，限定された合理性の

もとで行動する人聞をサイモンは経営人（administrativeman）と呼ぶ。乙の

経営人モデ、ノレでの個人の選択は，与えられた環境の中で行なわれ，行動はこの

「与えられたもの」によって定められた限界内においてのみ最適を追及すると
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いう満足化基準である。組織の行動は，個人に比べれば客観的に合理的であ

る。しかし，個人の行動は，主観的に合理的である。主観的に合理的な個人の

行動を，客観的に合理的な行動に近づけさせるのが組織の機能である。

サイモンは，個人に対する組織の影響力には主として2つあるというヘ

(1) 組織や制度は，その集団に属する各メンパーが，特定の状態のもとで他

のメンバーがどんな行動をするかに関して安定した期待をもつことを可能

にする。このような安定した期待は，社会的集団において行為の結果につ

いての合理的な思考をするための基本的な前提条件である。

(2) 組織と制度は，その集団のメンバーの行動を連携し，行為を刺激する中

聞の目的を組織のメンバーに提供する役目をもっ，全般的な刺激と注目の

方向づけを提供する。

要するに，組織は個人の合理性を拡大させ，不確実性を縮減させる機能をも

っている。とのとき，特定の目的を与えられた組織内の成員は合理性を増し，

安定した行動をするようになるのである。

「われわれが組織と呼んでいる行動のパターンは，いかなる意味においても，

人間の合理性の達成にとって欠くことのできないものである。合理的な個人

は，組織されそして制度化された個人であり，またそうでなければならない。

もし，人間の心理が熟考する際に課している厳しい制約が解き放たれることが

あるとしても，個人は，彼が意思決定をする際には，彼の属している組織され

た集団の影響を受けねばならない。彼の意思決定は，彼自身の心的な過程の産

物であるばかりでなく，組織された集団の機能によって影響が与えられている

より広い考慮をも，また反映していなければならないのである。」5)

サイモンによれば，管理過程は決定の過程である。そして，管理過程は組織

のメンバーの決定における一定の要素を分離すること，および，乙れらの要素

を選択し決定し，それをメンバーに伝達するための正規の組織手続を確立する

乙とである。したがって，管理組織は垂直的専門化によって特徴づけられる。

サイモンは組織において垂直的専門化が必要な理由として，調整，専門的技

術，責任の 3つがあるというペある個人を組織に適合させるためには，職務

規程や組織図などによって調整することが必要であり，また，特定の専門的技
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術を必要とする意思決定がそれ相応の人によってなされるように責任7）が配分

される必要がある。

組織成員である各個人は， トップマネジメントからその末端の作業者に至る

まで意思決定をする。 トップマネジメントは新規事業，取締役人事，資金調

達，等々，様々な意思決定をする。しかしながら，彼は一人では決してその意

思決定はできない。組織自身が，彼lζ意思決定できるように，様々な影響力を

行使しているのである。トップマネジメントでさえ組織から決定前提を供給さ

れる。まして，末端の作業者に至っτは， トッフ。から決定された前提が組織内

のコミュニケージョン・ネットワークを通して伝達され，その作業者の，この

部品はあとどれだけ注文すればよいかという意思決定に対して影響を受けるこ

とになるのである。

とのように，サイモンは意思決定論を軸にしながら，組織の生理学的分析を

試みたのであるが，それが具体的に展開されるのは影響力の議論においてであ

る。次節では，との影響力概念の内容について考察していくことlとする。

2 影響力の諸形態

「影響力，権力， オーソリティーは，すべて“非対称的な”関係として示さ

れる。 AはBに対する権力をもっというとき， BがAlζ対する権力をもつわけ

ではない。乙の非対称的な関係に数学的に対応するものは独立変数と従属変数

の区別であろう。一一独立変数は従属変数を定めるが，その逆ではない0 •• 

疑問をこのような形一一独立変数と従属変数との関係の非対称性に操作的意味

を与える問題として一ーのべたとき，それは 2変数間の“因果関係”を定義す

る一般的問題と同じであることが明らかになった。すなわち，“AはBlこ対す

る権力を持つ”という主張に対して，“Aの行動は Bの行動の原因である”と

いう主張を代用することができる。因果関係を定義できれば，影響力，権力あ

るいはオーソリティーを定義するととができ，また，その逆も可能である D」8)

このように，サイモンは，権力／権限／影響力は，すべて「非対称的」な関

係であり，それは因果的な関係である主いうことを規定している。しかし，権

力と影響力の概念的差異には言及していない。
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前節で述べたように，サイモンは個人に対する組織の影響力の類型論を中心

的に展開する。影響力の中には，権限，コミュニケーション，訓練，能率の基

準，組織への一体化，という形態が存在する。したがって，権限は影響力のー

形態である。権限については明確な定義がある。それは以下のとおりである。

「権限とは他人の行為を左右する意思決定をする権力として定義されよう。

それは，一人は『上役』，他は『部下』という二人の個人の聞の関係、である。

上役は部下によって受容されるという期待をもって意思決定を行ない，それを

伝達する。部下は，かかる意思決定がなされることを期待し，そして部下の行

動は，その意思決定によって決定されるoJ9>

こ乙でいう期待（expectation）は，組織がその成員に対して協働的行動を要

請し，各成員の行動が統合化された結果，お互いに相手の行動が予測可能にな

ることを意味している。つまり，乙の上司と部下という関係は特定の組織に属

しているので，相手の客観的な合理的行動が期待できるのであって，全く見ず

知らずの人であれば，ほとんど期待は不可能である。したがって，宮台のいう

「予期」は組織に限定していないという点でサイモンとは異なるが，基本的に

は同じ議論である10)0 

権限の規定に関して注意を要するのは，サイモンの規定によれば，権力がコ

ミュニケーション（すなわち，上司と部下の聞の口頭の伝達，メモ，記録，あ

るいは非公式的なうわさなど）を通じて，上司から部下になされ，そして部下

がそれを受諾したとき，権限が発生したといえるということである。つまり，

ある命令は，口頭でなされる場合もあり，文書でなされる場合もある。そのと

きに媒介じているのが，口頭や文書というコミュニケーションであり，そのコ

ミュニケーションを部下が受諾したとき，そのコミュニケージョンそのものが

権限となるということである。

サイモンによれば，コミュニケーションとは，組織のあるメンバーから別の

メンバーに決定の諸前提を伝達するあらゆる過程である 11)0 したがって，組織

におけるコミュニケーショジは上下左右に伝達される。上司からの命令は，コ

ミュニケーシ・ョン・不ットワークのほんの一部であるにすぎない。

また， 訓練は， いくつかの代替的なコミュニケーションの方法の一つであ
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り，職務のノウハウを伝達する役割をする。したがって，例えば，組織や上司

は部下が命令をあまりきかないとき，研修に行かせることも一つの手段として

可能である。部下にとっては，仕事をするより研修の方が楽なので，喜んで研

修を選ぶことになる。その結果，その部下が上司の命令をよくきくようになる

ととを期待できるのである。

権限，コミュニケーション，訓練は影響力の外的な側面であるのに対して，

能率や組織への一体化（忠誠心）は，影響力の内的な側面である D 初めのうち

は，権限の行使によって組織の目的が個人に課せられるが，次第に価値は内在

化されるようになり，個人の心理と統合されるようになる。とのとき，権限の

役割は後退し，個人は組織自身の存続と成長を考慮するようになり，組織目的

に合致した意思決定をするようになるのである。

3 権力・権限・影響力

サイモンは， 『組織と管理の基礎理論』の中で，権限受容動機として ①正

当性，②制裁，③信頼，④一体化という 4つの形態をあげている12)0 

正当性・制裁・信頼・一体化は，乙の順番で，意味を持っている。それは計

画・統制の可能性の程度の序列である。つまり，正当性を貫くことやフォーマ

ルな制裁を行なうことは，組織や上司が全面的にコントロールできる。 しか

し，信頼は，専門的能力（例えば，商品に関する知識）に基づく部分について

のみ，有効である。つまり，そのような知識，技術を持っている上司なら従う

という場合があり，その知識や技術を向上させて，部下を従わせることもでき

る。また，一体化はある程度，操作可能であるといえる。というのは，個人の

忠誠心は，前述した組織の影響力によってある程度組織が植えつける乙とが可

能である。しかし，逆に言えば，個人の心理に関わる問題であるので，あくま

でも「ある程度」しか操作できないということである。

信頼のオーソリティと一体化のオーソリティが結合するとカリスマ的リーダ

ーシップになると，サイモンは言及していることから，信頼と一体化は影響力

であるといってよい。また，制裁は権力であるといってよい。しかし，正当性

は権力であるのか，影響力であるのか。
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もっとも，サイモンによれば正当性とはj幼少時からの教育による価値，な

かでも「ゲームのルールに従う」という価値に従って行動するという ζ とであ

る13）。 ζのノレールによれば，組織のメンバーが階層上の上位者の持つ権限に従

ラととは正当性があるのである。また， その後，サイモンは『オーソリティ』

〈産業における人間関係論的アプローチに関するシンポジウムのための論文）

の中で，再び権限受容動機に触れているω。そこでは，正当性の動機について

は，それが他の種類の権限に浸透し，増幅作用をもつことが強調されている D

つまり，組織階層上の上位者の持つ権限に従うととが正当性をもっているとい

う観念をもつことによって，従わないときには制裁が下されること，上位者は

信頼すべきであるとと，組織と一体化すべきととを当然のものとして受け入れ

るようになるのである。

ウェーパーは，合法的支配，伝統的支配，カリスマ的支配，という支配の三

類型をあげた。合法的支配は，近代国家の法の正当性に基づくものである。伝

統的支配は，神聖なる伝統の正当性に基づくものである。カリスマ的支配は，

人閣の天賦の資質の正当性に基づくものである。乙のように，ウェーパーの正

当性概念は合法的支配，伝統的支配，カリスマ的支配，という 3つの類型を含

むようにマクロ的である。乙れに反して，サイモンの正当性概念は組織におけ

る個人の心理的側面を強調するミクロ的なものである。もづとも，基本的に

は，上位の権限（支配〉の正当性は，上位の作り出す価値はよいものだという

観念によって支えられている問。しかし，正当性はすべての日常生活一般にお

ける自己義認，すなわち自己正当化の要求という一般的事態にその根拠をもっ

ていることは，注目すべきであろうω。

権力と影響力は，実務の世界ではその境界がはっきりしなくても別に支障は

ない。また，理論的にも，少なくとも経営学に限っていえば，別に支障はな

い。というのは，権力／影響力の軸は本来，主観的， 4非合理的，非公式的なも

ので， マクロの社会に関連しており，権力／権限の軸は本来， 客観的，合理

的，公式的なもので， ミクロの組織体に関連しているからである。権力と影響

力の区別を問題にするマクロ的政治学的領域は， リーダーシッフ。論と呼ばれて

いる。経営学では， リーダーシッフ。論もー研究分野であるが，権力と権限の区
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別に関連する管理論ほど重要な分野ではなL可。
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この引用は二人の関係が敵対的な関係である場合であるが，組織においてはこれが

協働的関係に調整される。この組織の個人に対する調整をサイモンは詳細に解明した

のである。したがって，宮台のような意図的に権限を不明確にしておいて管轄上の争

いを誘うという管理者の戦術について述べている箇所もある。
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の危険はあるけれども，かかる方法を使うのを避けるととは，ほんとうの管理を放棄

している乙とにつながる。J(Ibid., p. 145.訳書， 186頁）

11) Ibid., p. 154.訳書， 139頁。

12) H. A. Simon, D. W. Smithburg, and V. A. Thompson, Public Administration, 

Alfred A. Knopf, 1970, p. 213. 岡本康雄／河合忠彦／増田孝治訳『組織と管理の

基礎理論』ダイヤモンド社， 205頁。
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14) H. A. Simon，“AuthorityぺinC. Arensberg, et al吋 ed.,Research in Industrial 
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あろう。制裁が対応関係にないのは，制裁は広義に解釈すれば，正当性，信頼，一体

化の権限に付随しているものだからである。松田武彦「サイモンの組織論」馬場敬治

編『米国経営学（上〉』東洋経済新報社， 1956年， 102頁。

サイモン ウェーノ守一

①正当性 ...・ H ・－－ 合法的支配

②制裁（権力）

③信頼（影響力） ...・ H ・－－ カリスマ的支配

④一体化（影響力）・...・ H ・－ 伝統的支配

1の M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1922.世良晃志郎訳『支配の社会学 I

一一経済と社会第2部第9章一一J創文社， 1960年， 28頁。

個人と個人の間では，例えば健康，経済状態，社会的地位，などに格差があるとき

に恵まれた境遇にある方の人聞は自己に有利なこの格差を「正当」なものと見なし，

当然と考える。組織のヒエラノレヒーの上位の作り出す価値はよいものだという観念に

ついても同じ乙とがいえるのである。つまり，この「正当性」観念は便宜的に作られ

た｛言仰なのである。
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おわりに

ガソレプレイスの「条件付け権力」のととろで注記したように，乙乙10年くら

いマスコミなどの情報は良くも悪くも，送り手自身の考えていることもしばし

ば，暴露してしまっていることから，宮台のいう『気付きえない権力』はもう

『気付いてしまっている権力』になっている。このととは，マスコミに限らず，

個人と個人の聞や，個人と組織の聞においても同じことがいえる。つまり，個

人と個入や個人と組織は，ある程度付き合っていくうちに，相手の思っている

ととが段々分かつてくるし， 『気付きえない権力』は段々あるいは， うすうす

気づいてくるものである。上司の部下に対する『動機形成による行動操縦の戦

略』は最初は分からなくても，時がたつにつれて，見抜くことができるように

なるのである。もっとも，だれもが完全に分かるようになるというのではない

が，組織をよく観察している人なら，所属する部署内の上司の「たくらみjな

どは見抜けるようになるということである。しかし，宮台が議論している国家

のレベノレまで広げると『気付きえない権力』 になるのはよく理解できる。ま

た，同じ組織内でも，特定の部署内であれば，その戦略は見抜けるかもしれな

いが，末端のー従業員が社長の戦略は見抜けるかというとそれはあやしい。

宮台によれば，権力と影響力を明確に分離することの意義は権力者の戦略の

分析をするための理論的枠組を提供することである。しかし，乙れを分離する

乙とは，組織内での議論に限定すれば，以下のような疑問が出てくるととにな

る。それは，サイモンがいうところの権限受容動機である，組織や上司への信

頼，あるいは忠誠心をと、う捉えるかということである。つまり，権限というあ

る種の権力を受容する場合，影響力の範障である組織や上司への信頼・忠誠心

をある程度は意識するはずであるが，これをどう説明するか，ということであ

る。権力と影響力を明確に区別した場合，このような問題点が出てくるであろ

つ。

さらに問題なのは，あらゆる組織に宮台がこの議論を適用しようとしている

ととである D このような上司の部下に対する，あるいは組織のその構成員に対
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する戦略論は，前述のように，既にサイモンが論じているものであり，宮台が

初めて論じたものではない。もともと，宮台は著作の終わりのほうで，国家論

を論じており，マクロ的・イデオロギー的な側面に一つの重点が置かれている

ことは否定できない。ミクロからマクロまで一つの理論装置でつなげていく作

業は，経営学や管理論の立場からすると，必ずしも成功しているとは思えな

。
〉
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権力者の戦略を議論の中心にする宮台の論調は，われわれ経営学および管理

論の立場からは，もともとなじめないものであろう。しかし，宮台は組織に限

定した議論も，同じ枠組で分析することを予告しておりペわれわれの試みは

幾分か先取りするものであるかもしれない。

注

1) ミクロとマクロの権力を連結させていく作業は，権力連鎖という概念を用いて展開

しているが，論理操作が非常に複雑精巧でわれわれの理解を超えるものである。とれ

から検討を要する議論であろう。宮台，前掲書，第5章参照。

2) 宮台，前掲書， 178頁。




